
お知らせ
　

ヘ
ル
プ
マ

ー
ク
と
は
、

義
足
や
人
工

関
節
を
利
用

し
て
い
る
方
、
妊
娠
初
期
の
方

な
ど
、
援
助
や
配
慮
を
必
要
と

し
て
い
る
こ
と
が
外
見
か
ら
は

分
か
ら
な
い
方
々
が
、
鞄
な
ど

に
こ
の
マ
ー
ク
を
つ
け
る
こ
と

で
、
周
囲
の
方
に
手
助
け
や
配

慮
の
必
要
性
を
知
ら
せ
る
も
の

で
す
。

■
対
象
者

義
足
や
人
工
関
節
を
利
用
し
て

い
る
方
、
内
部
障
が
い
や
難
病

の
方
、
妊
娠
初
期
の
方
な
ど
、

援
助
や
配
慮
を
必
要
と
し
て
い

る
方
。

■
配
布
物

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
デ
ザ
イ
ン
し

た
ス
ト
ラ
ッ
プ
（
赤
色
）

■
配
布
時
期

５
月
１
日(

火) 

か
ら

■
配
布
場
所

健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

※
配
布
は
無
料
で
す
が
、
申
込

用
紙
の
提
出
が
必
要
で
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
福
祉
課　

　

介
護
・
自
立
支
援
グ
ル
ー
プ

　

北
海
道
自
転
車
条
例
が
平
成

30
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
、

平
成
30
年
10
月
１
日
よ
り
自
転

車
損
害
賠
償
保
険
等
へ
の
加
入

が
義
務
化
さ
れ
た
ほ
か
、
乗
車

時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
や
夜
間

時
の
ラ
イ
ト
の
点
灯
、
自
転
車

側
面
へ
の
反
射
板
の
装
着
が
努

力
義
務
と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し

た
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

北
海
道
地
方
創
生
局
地
域
戦
略
課

（
☎
０
１
１
・
２
０
４
・
５
１
４
８
）

《
無
期
転
換
ル
ー
ル
と
は
》

　

平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
に

開
始
し
た
有
期
労
働
契
約
が
反

復
更
新
さ
れ
て
通
算
５
年
を
こ

え
た
と
き
、
平
成
30
年
４
月
以

降
は
、
労
働
者
の
申
込
み
に
よ

り
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働

契
約
に
転
換
で
き
る
ル
ー
ル
で

す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

北
海
道
労
働
局

　

雇
用
環
境
・
均
等
部
指
導
課

（
☎
０
１
１
・
７
０
９
・
２
７
１
５
）

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
導
入
の

　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

ご
存
知
で
す
か

　
　
　

「
無
期
転
換
ル
ー
ル
」

自
転
車
損
害
賠
償
保
険

　
　
　
　
　

加
入
が
義
務
化

北
海
道
自
転
車
条
例
が
施
行

国民健康保険税
賦課限度額の改定及び軽減対象の拡大

後期高齢者医療制度のお知らせ

保険料率が変わりました

【お問い合わせ：財政課税務グループ】

【お問い合わせ：住民課戸籍保険グループ】

　被保険者の皆さまにお支払いいただく保険料は、２年
ごとに定める保険料率をもとに決めることとなっていま
す。平成30・31年度の新しい保険料率は、次の通りです。

　平成30年度より国民健康保険税の基礎課税限度額が改
定しました。また、所得基準による軽減対象が拡大とな
りました。

1212２０１８年５月号


